


 

別紙 

「令和６年度 特別会計財務書類」の概要 

  
・ 「特別会計に関する法律」において、所管大臣は、毎

会計年度、その管理する特別会計について、資産及び

負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示する

ための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財

務大臣に送付することが義務付けられている。 

 

・ 令和６年度の各特別会計における資産及び負債の状

況は以下のとおり。 

※ 資産・負債差額 ＝ 資産 － 負債 （単位：億円）     

区分 
令和５年度 令和６年度 

増減 
資産・負債差額 資産・負債差額 

交付税及び譲与税配付金 △ 305,063 △ 293,201 11,862 

地震再保険 44 47 3 

国債整理基金 279,144 285,780 6,636 

外国為替資金 654,169 806,754 152,585 

財政投融資 195,677 190,207 △ 5,470 

エネルギー対策 △ 68,112 △ 77,712 △ 9,600 

労働保険 31,201 38,188 6,987 

年金 105,949 72,518 △ 33,431 

食料安定供給 2,048 2,788 740 

国有林野事業債務管理 △ 10,884 △ 10,646 238 

特許 1,576 1,878 302 

自動車安全 29,742 30,819 1,078 

東日本大震災復興 △ 35,443 △ 31,242 4,201 

（注）計数は単位未満を四捨五入。 

 

 


